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４． 車両系の観光案内サイン 

（１） 観光案内サインの種類 
 

○本ガイドラインで対象とする観光案内サインの種類は、広域及び中域の 2種類とする。 

○小域の案内については、標識令に基づく著名地点案内標識（114系）によるものとし、

広域及び中域との連携を図りつつ実施する。小域案内の実施に当たっては、別途、「や

さしい奈良のみち案内」を参照することとする。 

 

観光案内サインの種類は、広域及び中域の 2種類とし、それぞれの位置付けを図 7に整

理する。 

なお、図中の小域案内とは標識令に基づく著名地点案内標識（114 系）を指し、それと

の連携イメージを示している。すなわち、広域サインでは奈良県境付近でウェルカムサイ

ンとして奈良の代表的な観光地を PRし、県内に入った主要な分岐点等で各代表的な観光地

エリアの方向を示し、さらにそれぞれの観光エリアに入ってからは個別の施設を通常の標

識（114系）で案内していくという流れである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 広域・中域サインの位置付け 
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（２） 表示内容 
 

○広域サインでは、歓迎の意をあらわすことに主眼を置き、設置箇所に応じたモチーフを

表示する。 

○中域サインでは、主要な観光エリアへの方向案内を行うこととし、各観光エリアに対応

したピクトを表示する。また、1箇所につき、最大 3地名までの表示とする。 

 

広域・中域サインで対象とする表示内容は以下のとおりとする。 

設置箇所に応じて適切なモチーフ・ピクト及び観光地を表示する。 

なお、中域サインについては 1箇所につき、最大 3地名までの表示とする。 

 

表 11 広域・中域サインの表示内容 

 文字（観光地） モチーフ・ピクト 距離 

広域サイン なら 

WELCOME TO NARA 

 

鹿（奈良公園） 

 

距離表示なし 

 

夢殿（斑鳩） 

 

 

石舞台（飛鳥・藤原） 

 

中域サイン 奈良公園 

NARA PARK 

鹿 大仏前交差点 

までの距離 

平城宮 

HEIJOKYU 

朱雀門 朱雀門の前 

までの距離 

西ノ京 

NISHINOKYO 

三重塔 薬師寺の門前 

までの距離 

飛鳥・藤原 

ASUKA-FUJIWARA 

石舞台 明日香村役場 

までの距離 

斑鳩 

IKARUGA 

夢殿 斑鳩町役場 

までの距離 

吉野 

YOSHINO 

吉野桜 吉野町役場 

までの距離 
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（３） デザイン 

１） 広域サイン 

①奈良公園 

 

【国道２４号：京都～奈良の県境付近】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  - 44 

②斑鳩 

 

【名阪国道：三重～奈良の県境付近】 
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③飛鳥・吉野 

 

【南阪奈道路：大阪～奈良の県境付近】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  - 46 

２） 中域サイン 

 

【国道２４号：柏木町交差点付近】 
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（４） 配置計画 
 

○広域サイン及び中域サインの配置は、奈良県内の観光利用交通量の多い幹線道路を中心

に、各観光地エリアへのアクセス性を考慮して計画する。 

○今後、新たな道路ネットワークが整備された時点で、主要な交差点等において配置の見

直しを行うこととする。 

 

１）対象道路網 

観光交通に関する調査結果等を踏まえて、奈良県内の幹線道路の中から主要な観光ル

ートを整理した上で、観光案内サインの設置対象となる道路ネットワークを設定する。 

新たな道路が整備された場合には適宜ネットワークの見直しや追加、修正等を行い、

配置計画に反映させることとする。 

 

 

２）配置計画の想定交通 

配置対象の交通は、県外各方面（大阪、京都、名古屋・三重）から各観光エリアに向

かう交通、各観光エリアを行き来する交通を想定する。 

なお、奈良公園・平城宮・西ノ京エリアは近接しており、これらのエリア間の案内は

基本的には小域標識（114系）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 想定する交通 
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３）配置計画 

中域サインの設置箇所から見て、案内候補となる観光エリアが 4 つ以上存在する場合

は、以下に配慮しながら、各箇所の状況に応じて案内エリアの優先順位を個別に検討し、

3地名を選択する。 

 

・設置箇所から案内対象エリアまでの距離 

・既存の 108系標識での案内状況 

 

 

【参考：案内対象地名の選定例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※〇:選定されたもの。 

 

奈
良
公
園

西
ノ
京

平
城
宮

斑
鳩

飛
鳥
・
藤
原

吉
野

1 阪奈道路 辻ＩＣ・Ｒ１６８手前 直 直 直 右 西ノ京，平城宮，奈良公園
斑鳩は既存108系標識で案内されているため案
内の必要性は低く，左記の３地名を案内する。

2 第二阪奈 壱分ランプ・Ｒ１６８手前 直 直 直 右 西ノ京，平城宮，奈良公園 同上

5 Ｒ１６８ 阪奈道路手前 左 左 左 直 直 奈良公園，西ノ京，平城京

以下の理由により左記の３地名を案内する。
・斑鳩は既存108系標識で案内されている。
・飛鳥は遠すぎることと，ここで案内されなくても，
3,20,23,25で４回も案内される。

8 Ｒ２５ Ｒ２４手前 左 左 左 右
西ノ京，平城宮，飛鳥・藤
原

どのエリアも既存標識で案内されていない。
「飛鳥・藤原方面」は周遊を促す必要から，「飛
鳥・藤原」を案内する。また，奈良公園，西ノ京，
平城宮の中から２地名を選択する必要がある
が，距離的に近い「西ノ京，平城宮」を案内する。

9 Ｒ３６９ Ｒ２４手前 左 直 左 左 斑鳩，飛鳥・藤原

どのエリアも既存標識で案内されていない。
そこで飛鳥・藤原は，距離的には遠いが，ここは
観光交通が多いため，周遊を促す効果を見込ん
で案内する。また，西ノ京と平城宮は，距離的に
小域案内（１１４系標識）の範疇と考え，中域サイ
ンでは案内しないものとする。

10 Ｒ２４ Ｒ３６９手前 左 直 右 直 直
奈良公園，斑鳩，飛鳥・藤
原

西ノ京と平城宮は，距離的に近く，小域案内（１１
４系標識）で誘導するものとし，中域サインでは案
内しないものとする。

13 Ｒ２４ Ｒ２５手前（北向き） 直 直 直 左 西ノ京，平城宮，斑鳩

どのエリアも既存標識で案内されていない。
斑鳩はここが最終の主要分岐であるため案内が
必要である。そこで，奈良公園，西ノ京，平城宮
の中から２地名を選択する必要があるが，距離
的に近い「西ノ京，平城宮」を案内する。

25 Ｒ１６９ Ｒ２４手前 直 左 左 左 斑鳩，西ノ京，平城宮
奈良公園は既存108系標識で案内されているた
め左記の３地名を案内する。

26 Ｒ１６５ 桜井明日香吉野線手前 右 右 右 右 左 斑鳩，西ノ京，平城宮
奈良公園，吉野は既存108系標識で案内されて
いるため左記の３地名を案内する。

右：右折案内
左：左折案内
直：直進案内Ｎｏ

計画箇所

路線 場所

案内エリア（候補）

選択エリア

案内エリアの選択（案）
（案内エリア候補が４地名以上ある箇所）

説　明
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【参考：車両系の観光案内サインの配置箇所と表示地名検討結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡　

例

整備優先路線（一般道）

整備優先路線（自専道）

広域サイン（Ａ～Ｉ）

直進：平城宮・西の京・奈良公園
（右折：斑鳩）
直進：平城宮，西ノ京，奈良公園

直進：平城宮，奈良公園
左折：西ノ京

直進：平城宮，奈良公園
右折：西ノ京

左折：平城宮，西ノ京，
右折：飛鳥・藤原

直進：
平城宮，西ノ京

左折：西ノ京，平城宮，奈良公園

左折：奈良公園
直進：斑鳩，飛鳥・藤原

右折：奈良公園
左折：　飛鳥・藤原

直進：　西ノ京，平城宮
左折：　斑鳩

左折：斑鳩
直進：飛鳥・藤原

右折：斑鳩

右折：斑鳩
直進：飛鳥・藤原

右折：　西ノ京，斑鳩，平城宮

右折：斑鳩

左折：斑鳩，西ノ京，平城宮

左折：飛鳥・藤原
　　　　吉野

右折：吉野

左折：斑鳩，飛鳥・藤原

右折：飛鳥・藤原

右折：　斑鳩

左折：　飛鳥・藤原
　　　　吉野

中域サイン　整備優先順位１

中域サイン　整備優先順位２

中域サイン　整備優先順位３

直進：　飛鳥・藤原
　　　　　吉野
左折：　斑鳩

直進：　飛鳥・藤原，吉野
左折：　斑鳩

左折：　飛鳥・藤原
　　　　　吉野

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

左折：斑鳩

16

15

18

19

20

23

24

25

26

27

21

22

左折：奈良公園
右折：飛鳥・藤原

17

飛鳥・藤原エリア

モチーフ：鹿

モチーフ：鹿モチーフ：鹿
Ｆ

Ａ

モチーフ：鹿

Ｂ

モチーフ：夢殿（斑鳩）

Ｈ

モチーフ：夢殿（斑鳩）

Ｃ

Ｄ

モチーフ：夢殿（斑鳩）

モチーフ：石舞台古墳
（飛鳥・藤原）

Ｉ

モチーフ：石舞台古墳
（飛鳥・藤原）

Ｅ

Ｇ
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５． 観光案内サインのマネジメント 

（１） 維持管理とマネジメントの仕組みづくり 
 

○設置した観光案内サインは、維持管理者を明確にし、常に適切に情報提供できるよう、

表示面の清掃や本体の点検・補修等を行うとともに、観光施設や道路等に変更があった

場合には適宜情報の修正、更新を行う。 

 

観光案内サインの機能を適切に保つために、点検と保守が必要である。 

点検の結果、異常があれば速やかに補修その他必要な措置をとることとする。 

 

■本体の点検及び保守は以下を基本とする。 

・汚れ、埃、落書き等の除去 

・ガタツキ、ボルトの締付け状況の点検・補修 

・本体の傷、塗装、錆等の点検・補修 

 

■情報内容の点検及び保守は以下を基本とする。 

・部分的修正 ..... 施設や道路等に変更があった場合は、迅速に情報を更新する。 

部分的な変更には、修正用シートを利用することができる。 

・全面的な修正 ... 修正箇所が多い、または経年の褪色等が見られる場合は、全面的

に表示面の交換を行う。 
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○観光案内サインのマネジメントにあたっては、道路管理者以外の整備主体、公共交通事

業者、観光施設管理者及びその他の観光メディア等も含めた関係各機関が連携・協力し

あい、PDCAサイクルによる継続的な取り組みを行う。 

 

観光案内サインの設置主体間での不整合を避け、過不足なく一貫した案内を実現するた

め、各整備主体等が計画段階から維持管理段階に至るまで、継続して連携・協力するしく

みが求められる。 

具体的には、計画実施段階では、既存の観光案内の内容・配置等の調整や、相互メディ

ア間における内容の整合等において、綿密な連携・協力が必要である。 

例えば図解標識の場合、奈良県で関係各機関から意見集約して作成した全図データ、文

字データベース（施設名の 2 ヶ国語）を設置主体間で共有（貸与）することにより、観光

案内サインの色彩の統一や提供情報の整合が図られる。 

また、維持管理段階においては、案内すべき内容の変更・改善、また、利用者（観光客）

等の意見等を踏まえた見直しを行うにあたり、地域のマネジメント組織が中心となって自

主的に誘導していくことが重要であり、「地域の約束事」の合意に向けた継続的なしくみづ

くりが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 今後の観光案内サインのマネジメントイメージ（例） 
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６． 参考資料 

（１） 奈良公園エリアのアンケート調査票（H21 実施事例） 
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（２） 文字の大きさ・ピクトグラム等 

盤面に表示する文字の大きさについて、下記のとおりとする。 

 

○図解標識に表示する文字は、視距離 1mにおける、和文 9mm以上、英文 7mm以上（「ひ

と目でわかるシンボルサイン 標準案内用図記号ガイドブック／監修：国土交通省政策

局交通消費者行政課・編集：交通エコロジー・モビリティ財団」）を基本にし、表示内

容等により決定。 

 

○指示標識、周遊促進標識については、文字情報内容により調整を行い、できるだけ大

きいスケールで表示。 

 

○歩行者系の観光案内サインはユニバーサルデザインの観点から、図解標識の凡例、指

示標識、説明標識は 4 ヶ国語表記とし、地図内の表示は繁雑さを避けるため 2 ヶ国語

表記を基本とする。 

 

○施設名称等の表記において、表示の繁雑さを回避し簡潔な表現を行う。 

 

○表示方法は、地域内で決めて統一した使用をする。施設名称は、その名称から何の施

設かわからない場合は、普通名詞を併記する。 

 

 

■歩行者系の観光案内サイン 

区 分 フォント 文字高さ 

指示標識 和文：新ゴシックＭ 60mm 

英文：Vialog Regular 20mm 

図解標識 地図内 和文：新ゴシックＭ 9～18mm 

英文：Helvetica Narrow 7～14mm 

凡例 和文：新ゴシックＭ 10.5mm 

英文：Helvetica 8mm 

裏面 

標題 

和文：新ゴシックＭ 55mm 

英文：Vialog Medium 39mm 

周遊促進標識 和文：新ゴシックＭ 9～15mm 

英文：Vialog Medium 6～8mm 
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■日本語表記の考え方 

表記例 表記の考え方 

法華堂（二月堂） 

奈良県商工観光館 

（きてみて なら SHOP） 

・正式名称、通称、略称等の表記ルールを明確にし、地域で統

一して用いる。 

ならまち格子の家 

杉岡華邨書道美術館 

・表示面の煩雑化を防ぐために、明確に理解される範囲内で省

略できる部分を省略する。 

JR 

NTT 

・アルファベットによる名称が簡略化されている場合は、それ

を用いてもよい。 

 

 

■英語（ローマ字）表記の考え方 

表記例 表記の考え方 

奈良公園 Nara Park ・固有名詞はローマ字、普通名詞は英語で表記する 

「Mt.○○yama」 

「○○gawa River」 

「○○en Park」 

「○○bashi Br.」 

・固有名詞の一部であるとみなされ音読みで通じない場合、

左記の様に表記する。ただし、「Mt.Fuji」の様に別の表記

が定着している場合は、この限りではない。 

一の鳥居 
Ichino-torii 

Gate 

・固有名詞のみのローマ字表記には、意味が伝わる英語を補

足する。ただし、別の表記が定着している場合は、この限

りではない。 

Station 

University 

Sta. 

Univ. 

・略語が慣用化されている場合は、略語を用いることができ

る。 

Kasuga Grand Shrine 

Kasuga Taisha Shrine 

Kasuga-taisya Grand Shrine 

・施設名は地域において統一した英語表記を使用する。 

Yasuragi-no-michi 

・ローマ字表記は日本語より字数が過多となり、判読性を損

なう恐れがあるため、長文の場合、2段書き、あるいはハイ

フンでつなぐ等、工夫を加えることが望ましい。 

次頁の表参照 ・ローマ字表記については、ヘボン式を用いる。 
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■ヘボン式ローマ字の綴り 

              

日本語音 ヘボン式音 

あ い う え お a i u e o 

か き く け こ ka ki ku ke ko 

さ し す せ そ sa shi su se so 

た ち つ て と ta chi tsu te to 

な に ぬ ね の na ni nu ne no 

は ひ ふ へ ほ ha hi fu he ho 

ま み む め も ma mi mu me mo 

や  ゆ  よ ya  yu  yo 

ら り る れ ろ ra ri ru re ro 

わ     wa     

ん     n     

が ぎ ぐ げ ご ga gi gu ge go 

ざ じ ず ぜ ぞ za ji zu ze zo 

だ ぢ づ で ど da ji zu de do 

ば び ぶ べ ぼ ba bi bu be bo 

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ pa pi pu pe po 

きゃ  きゅ  きょ kya  kyu  kyo 

しゃ  しゅ  しょ sha  shu  sho 

ちゃ  ちゅ  ちょ cha  chu  cho 

にゃ  にゅ  にょ nya  nyu  nyo 

ひゃ  ひゅ  ひょ hya  hyu  hyo 

みゃ  みゅ  みょ mya  myu  myo 

りゃ  りゅ  りょ rya  ryu  ryo 

ぎゃ  ぎゅ  ぎょ gya  gyu  gyo 

じゃ  じゅ  じょ ja  ju  jo 

びゃ  びゅ  びょ bya  byu  byo 

ぴゃ  ぴゅ  ぴょ pya  pyu  pyo 

 

 

■ヘボン式ローマ字の間違えやすいポイント 
①� 音を表わす「-」、「＾」は付さない。また、ｈや oは長音を表わすためには用いない。 

大阪（おおさか） Osaka   京都（きょうと） Kyoto  大宮町（おおみやちょう） Omiyacho 

②はねる音「ん」は nで表わすが、ただし m、b、pの前では mを用いる。 

大安寺 Daianji   難波 Namba   丹波橋 Tambabashi 

③はねる音を表わす n と次にくる母音字又は y とを切り離す必要がある場合は、n の次に(')を入れることが望

ましい。下記の例では「（にょ）nyo」、「（にゃ）nya」、「（に）ni」と間違えやすくなる。 

 陰陽町 In'yo-cho   阪新屋町 Sakanoshin'yacho   十輪院 Jurin'in Temple 

④つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。ただし、次に chが続く場合には cを重ねずｔを用いる。 

法華寺 Hokkeji Temple   仏地院 Butchiin 

 

 

 

※下線は、間違えやすい綴りを示す。※下線は、間

違えやすい綴りを示す。 
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○ピクトグラムは、種類が増えることにより分かりにくくなるため、認知度の高いピクト

グラムのみ表示し種類は減らすことが望ましい。 

○ピクトグラムは標準案内用図記号のデザインに準じることを基本とするが、奈良県など

国内複数の自治体で既に使われているピクトグラムのうち、委員会にて承認を受けた下

記については表示する。 

 

■奈良県や国内複数の自治体で使用されているピクトグラム 

ピクトグラム 出典・選定理由 

 

 

 

寺 院 

「やさしい奈良のみち案内」（2001.4、奈良県土木部） 

・既存標識に既に使用されているため、整合性に配慮して選定。 

 

 

 

神 社 

「やさしい奈良のみち案内」（2001.4、奈良県土木部） 

・既存標識に既に使用されているため、整合性に配慮して選定。 

 

 

 

庭 園 

「道路標識設置基準・同解説」（S62.1、(社)日本道路協会） 

・国内複数の自治体で既に使われているため、汎用性に配慮して選定。 

 

 

 

官 公 庁 

「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」 

(2003.11、国土交通省道路局監修) 

・官公庁のピクトグラムとして、一般的に使われているため選定。 

 

 

 

避難場所 

・奈良県で既に使われているため、「避難場所」として選定。 

・「広域避難場所」については、JIS化されている標準案内用図記号のピ

クトグラムを使用する。 

 

 

 

停留所 

「奈良公園ウォークマップ」 

・「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」の表示とは異なるが、奈良

県で既に使われているため、汎用性に配慮して選定。 

 

【トイレ・ベンチ等】 

・ベンチや奈良市におけるおもてなしトイレ等については、史跡その他観光施設に比べ、増減等が

比較的頻繁に発生するため、観光案内サインには公衆トイレのみ記載する。その他のトイレやベ

ンチ等は、各国語のマップで対応することにより、最新の情報を柔軟に提示することが可能で、

かつ比較的安価で更新可能。 
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■標準案内用図記号のピクトグラム（平成 21年 7月時点） 
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